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Ⅲ　医療事故情報等分析作業の現況

【４】「アレルギーの既往がわかっている薬剤の投与」（医療安全情報№３０）
について

（１）発生状況
医療安全情報№３０（平成２１年５月提供）では、「アレルギーの既往がわかっている薬剤の投与」

を取り上げた（医療安全情報掲載件数１２件　集計期間：平成１６年１０月～平成２１年１月）。ア

レルギーの既往がわかっている薬剤の投与の事例は、平成１８年に２件、平成１９年に４件、平成

２０年に６件、平成２１年に４件報告された。また、本報告書分析対象期間（平成２２年４月～６月）

に報告された事例は４件であった（図表Ⅲ-３-６）。

図表Ⅲ-３-６　「アレルギーの既往がわかっている薬剤の投与」の報告件数

１～３月
（件）

４～６月
（件）

７～９月
（件）

１０～１２月
（件）

合計
（件）

平成１６年 ０ ０
平成１７年 ０ ０ ０ ０ ０
平成１８年 ０ ０ ０ ２ ２
平成１９年 １ ０ １ ２ ４
平成２０年 ２ １ ３ ０ ６
平成２１年 ２ １ ０ １ ４
平成２２年 ０ ４ － － ４

図表Ⅲ-３-７　医療安全情報№３０「アレルギーの既往がわかっている薬剤の投与」
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（２）事例概要
本報告書対象期間内に報告された事例の概要を以下に示す。

事例１
約５年程前に前任の医師がテグレトールを処方したところ、薬疹が出現していた。今回風邪

による発熱を訴えており風邪薬を処方した。このところ発作の回数も多くなっていると話され

たのでテグレトールを新たに追加処方した。翌日に顔面の発赤と発熱を訴えて当科を受診する。

風邪による発熱と考え患者が希望する通りに点滴を行った。２日後になって全身に発赤としび

れが出現したため当科を受診。薬疹と診断し同日に他病院皮膚科を受診し、即日入院となった。

担当医が仕事に忙殺されかなり疲れていたことにより外来カルテの「テグレトール禁」を見落

としてしまった。また、テグレトールにより過去に薬疹が出ていた事はカルテに記載されてい

るが、読み取りにくかった。外来カルテの表紙に「テグレトール禁」と書いてあるが、黒字で

しかも読み取りにくい場所に記載されていた。外来カルテには他のリスク情報なども様々な方

法・内容で記載されており、提示に関する約束事がなかった。

事例２
胸部レントゲン、採血の結果より急性肺炎の診断でスルペラゾン、アミカシン併用で点滴の

指示が出た。医師も禁忌薬の確認をせず指示を出し、指示受けをしたリーダーの看護師も確認

を怠り、実施した看護師も確認をせずに患者に点滴を実施し、全身発赤が出た。すぐに中止し

アレルギー反応抑制のためのサクシゾンの静注を行った。病棟全体に肺炎患者が多数発症して

おり、しかも何ヶ月も続いているため、肺炎に対する治療がパターン化して、カルテの禁忌薬

のチェックを行わず指示を出した。指示受け看護師も病棟内ルールで確認する事になっていた

が確認を怠った。実施した看護師も確認をしなかった。

事例３
手術後、点滴が終了したためヘパリンロックを行った。事後にヘパリンロックをオーダーし

ようとして画面を開いたところ、画面に「ＨＩＴ（ヘパリン起因性血小板減少症）にてヘパリ

ン禁」の表示がされていた。外来カルテにはヘパリン禁忌の記載があったが、入院診療情報記

録の中にヘパリン禁忌が記載されていなかった。また外来看護師から情報伝達がなかった。オー

ダー指示を出す場合のマニュアル（マニュアルでは注射を準備する前に注射箋を出す）の違反

があった。

事例４
胆管炎に対して、以前薬疹を引き起こしたセフェム系抗生剤を投与した。投与中止としたが、

当直医が誤って、翌日再び投与した。
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Ⅲ　医療事故情報等分析作業の現況

（３）事例の発生状況
本報告書分析対象期間に報告された事例の薬剤と「薬物アレルギー情報が記載してあった場所」を

次に示す。

薬　剤 薬物アレルギー情報が記載してあった場所

テグレトール 外来カルテの表紙

スルペラゾン カルテの禁忌薬の欄

ヘパリン 注射オーダリング

セフェム系抗生物質 既往歴

（４）事例が発生した医療機関の改善策について
①薬の指示を出すときは禁忌薬の確認をする。

②入院患者の禁忌薬一覧を作成する。

③ 過去に薬疹が出た薬剤など、禁忌薬剤に関してはわかりやすい位置に赤字で記入するなど統一す

る。

④外来カルテへのリスク情報等の提示方法についてリスク部会で検討し院内で統一する。

（５）まとめ
平成２１年５月に医療安全情報№３０「アレルギーの既往がわかっている薬剤の投与」を提供した。

医療安全情報では、薬物アレルギー情報をアレルギーの有無を含めて、いつ、誰が、カルテのどこに

記載するかを明確にする、ことを事例が発生した医療機関の取り組みとして紹介した。今回、報告さ

れた事例から、医療機関では様々な書類や情報にアレルギーの記載がされているという現状がうかが

える。

引き続き、類似の事例の注意を喚起するとともに、類似事例の発生の動向に注目していく。




